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１概要 ４位置図

２変更概要

筑豊広域都市計画道路（直方市）の変更（福岡県決定）

【変更】

 路線名：3・4・36-7号境口鴨生田線
起点：直方市新町一丁目
終点：直方市大字上新入
延長：約1,800m幅員：16m車線数：2車線

 路線名：3・5・36-9号山部御館山線
起点：直方市大字山部字側筒谷（変更後：直方市大字山部）
終点：直方市大字直方字御館山（変更後：直方市大字直方）
延長：約660m（約650m） 幅員：12m車線数：2車線
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直方市において事業を実施する、3・4・36-7号境口鴨生田線及び3・5・
36-9号山部御館山線について、線形の一部変更及び交差形状の変更を行う
ものです。

3・4・36-7号境口鴨生田線
今回、事業実施にあたって調査・設計を行ったところ、現都市計画決定の
範囲内にある法面は、過去に変状が生じ、対策工事が実施された経緯があ
り、法面の形状変更を行えば周辺家屋等へ影響が生じる恐れがあるため、
形状の変更は困難であると事業者により判断されました。
そのため、法面に影響を及ぼす範囲について、道路線形の変更を行うもの
です。
さらに、鉄道との立体交差部において、設計により排水施設の設置位置が
決定したため、必要となる区域の追加も併せて行うものです。

3・5・36-9号山部御館山線
今回、本路線と境口鴨生田線との交差部について、安全性向上の観点から、
交差形状及び形状変更に伴い影響する範囲の道路線形の変更を行うもので
す。併せて、住所表記の変更に伴う起終点住所の変更を行うものです。

終点：直方市大字上新入

直方市大字直方
終点：直方市大字直方字御館山

変更区間L=約300ｍ

起点：直方市新町一丁目

変更区間L=約340m

（変更）3・4・36-7境口鴨生田線
L=約1,800mW=16.0m2車線

直方市大字山部
起点：直方市大字山部字側筒谷

（変更）3・5・36-9山部御館山線
L=約660mW=12.0m2車線

L=約20m


